
When it comes to beer and promoting its beer/sake-drinking
culture in Japan, Kirin has always believed that the customer
and quality come first. Kirin makes use of a risk management
committee to protect the company as a whole from the myriad
risks a business faces. Part of that was the formulation of a
new security policy in March 2004. This policy covered the
creation of information security measures and the formulation
of a standard for private information protection, both of which
are aimed at allowing Kirin and its group companies to make
use of information in the most secure and effective way possi-
ble. While looking at its actual security policies, we asked how
the information planning section at Kirin has been set up to
tackle information security for the entire group.

「お客様本位」をモットーに、
情報セキュリティー対策を着実に推進。
「お客様本位」「品質本位」をモットーに日本のビー

ル／酒文化を育んできたキリンビール株式会社は、リ

スク管理委員会を立て、企業を取り巻くさまざまなリ

スクに全社的な観点で対応できる体制を整えていま

す。さらに2004年3月からセキュリティー・ポリシーの策

定をスタート。情報セキュリティー対策や個人情報保

護の基準をつくることで、社内やグループ企業におけ

る安全で効果的な情報活用を目指しています。セキュ

リティー・ポリシー策定に当たるとともに、グループ企

業全体の情報セキュリティーを担う情報企画部の取

り組みについてお伺いしました。

Interview with IBM Customers

In information security, 
the customer continues to comes first

《キリンビール株式会社》

KIRIN BREWERY COMPANY, LIMITED
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（図1）。

この新しい体制により、経営戦略に連携したIT戦

略の立案が可能になった上、今まで本社ユーザー部

門の要求対応に追われがちだった情報システム子会

社を、全社的な戦略に照らし合わせてコントロールで

きるようになり、強力なITガバナンスの発揮が可能に

なりました。

情報企画部のスタッフは、キリンビールの組織改革

で課制を廃止したこともあって、それぞれが柔軟に役

割を分担していますが、機能的には大きく以下の三

つのグループに分けられています（図2）。一つ目のグ

ループは企画関係を担当し、9名ほどで予算管理な

どを行っています。もう一つは、部内で戦略推進と呼

ばれている6～7名のグループで、ユーザー部門から

上がってくるIT化のニーズに対し、当該部門と一緒に

なって企画を検討するミッションを担当。いわば社内

コンサルタント的な位置付けとなっています。三つ目

がいわゆる庶務課的な業務を担当するグループで、

2～3名で情報セキュリティーについてもこのグループ

が担っています。
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情報システム部から情報企画部へ

企業のIT（Information Technology：情報技術）

環境が大きく変化する中で、企業におけるITにかか

わる組織やスタッフも大きな転換期を迎えています。

従来、IT部門といえば、ユーザー部門からの要求に

合わせてシステムを構築・運用する部門というイメー

ジが強くありましたが、今や、経営戦略に対応するIT

戦略を立案するとともに、経営戦略に基づいてユー

ザー部門のIT活用を的確にマネジメントする能力が

求められています。

もちろん、企業活動を支えるシステムの構築・運用

が重要な仕事であることは今日でも同じですが、そ

の領域にとどまることなく、自社のビジネス全般に強

いかかわりを持つことが、IT部門には期待されてい

ます。

「お客様本位」「品質本位」をモットーに、日本のビー

ル文化・酒文化の創造を担い続けるとともに、医薬や

アグリバイオ（農産物へのバイオテクノロジーの適用）

などの新分野にも積極的な事業展開を進めているキ

リンビール株式会社（以下、キリンビール）では、こう

した流れを受けて、2003年4月に情報システム部を情

報企画部に改組。キリングループにおけるグループ本

社の情報企画部門として、ITを活用した有効な提案

や実施を行い、経営全般を支援していく部門としての

役割を明確化しました。

情報企画部の組織と体制

情報企画部への改組により、旧情報システム部の

開発スタッフは情報システム子会社である株式会社

キリンビジネスシステム（以下、キリンビジネスシステム）

に移り、230名体制で、キリングループにおける情報イ

ンフラストラクチャーの管理からシステムの開発・運

用、ヘルプ・デスク業務などのすべてを担当すること

になりました。

一方、15名の新体制で再スタートを切ることになっ

た情報企画部は、経営戦略に対応するIT戦略および

アーキテクチャーの策定・構築を担当するとともに、

ユーザー部門のIT活用と、キリンビジネスシステムの

開発・運用のマネジメントに集中することとなりました

図1.  情報企画部とキリンビジネスシステムの業務関係
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図2.  情報企画部の組織図
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お客様いんたびゅう

情報企画部の新たな役割

キリングループでは、今後の企業活動の基本方針

として、環境に対する取り組みを進めていくと同時に、

企業倫理観が厳しく問われる社会環境の変化に対応

するために、コンプライアンス体制の強化も図ってい

ます。食品を扱う企業グループとして「安心感」「信頼

感」をお客様に確実に提供することも大切なことか

ら、ISO9000シリーズの維持向上や、グループ各社に

おける食品の安全・安心に関するマネジメント・レベ

ルの向上など、さらに一歩先の品質管理体制の確立

を目指しています。

情報企画部としても、こうした観点からITの活用を

考えていくことになります。前述したように、企業ガバ

ナンスのレベルでITをとらえ、経営戦略とIT戦略とを

緊密に連携させるということです。

「こうした背景もあって、情報セキュリティーについて

も、従来はITのセキュリティーについてのみ考えてい

ればよかったわけですが、今後は当社、さらにはキリ

ングループの情報全般について責任を持つという観

点からの取り組みが必要となります」と、情報企画部

部長 木野戸 裕氏は語ります。「情報システム部が情

報企画部となって、最も大きく変わったのが、ITという

枠組みの中で仕事をするのではなく、社内の情報全

般について“あるべき姿”を考えることが重要なミッ

ションになったことでしょう。つまり、社内を流れる情

報であれば、ITで扱う／扱わないにかかわらず、その

すべての責任を情報企画部で持つということです」

全社的な観点で、情報セキュリティーを考える

実際に情報セキュリティーを担当している情報企画

部 部長代理 t藤 陽一氏は、同社の情報セキュリ

ティーに対する考え方を次のように語ります。

「私は、2003年9月まで、キリンビジネスシステムで営業

系システム全般の管理・運用を担当していましたが、

こちらに異動してきてからは、先ほど、木野戸が説明し

た第3のグループのリーダーとして、情報セキュリティー

関係の推進とルール作りを主要なミッションの一つと

しています。

ネットワークのセキュリティーについては、従来から

情報システム部の時代から年2回の頻度で定期的に

チェックをし、脆
ぜい

弱性検査も行っていますから、この辺

りの取り組みに大きな変化はありません。

それよりもさらに大きなくくりで、キリンビールの情報

資産全体について見ていくということで、関係各部門

との調整が大きな役割となっています。

全社的には、企業としてリスクの洗い出しを実施し

て、全体を幾つかのカテゴリーに分け、それぞれ主管

の部門を決めて、リスクの未然防止策といったものを

進めています。情報リスクはその一つとして定義され

ていますから、そうした取り組みの一環として、情報

企画部が情報リスクや情報セキュリティーについて考

えていくということです。

情報は必ずしもITで管理されているとは限りませ

んから、各部門がそれぞれ扱っている情報資産につ

いて全社的な見地で取り扱いを考えていこうという
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《株式会社東京三菱銀行》

ことです。実は、営業・法務・総務といった各部門で

は、情報の扱いについてそれぞれ規定を設けていま

すが、規定をつくった時期もばらばらですし、背景も

目的もそれぞれ異なります。全社的な観点からこうし

た規定を見直して、時代により即したものにしていこ

うということです」

リスク管理委員会の設置

1980年代には食品の安全性・品質や、環境問題に

対する社会的関心が急速に高まりました。キリンビー

ルは、こうした企業の社会的責任に関する諸問題を

調整・解決するために、社会環境部を1991年に新設

し、主に環境施策にかかわる業務を担ってきました。

リスク・マネジメントについても、各事業部が個々に

対応するのではなく、社会環境部内に設置された危

機管理事務局で統括することになりました。

しかしながら社会がますます複雑化し、企業の責

任が増大する中で、より全社的な観点から取り組む

必要があることと、リスクの種類によっては各部門か

ら切り離すことができないものが多いことから、社長

の委任を受けたリスク管理委員長の下にリスク管理

委員会を2003年から立ち上げています（図3）。

リスク管理委員会では、全社的なリスクの棚卸しを

実施し、リスクの切り分けと各部門の責任を明確化

することにしました。その結果、同年にはリスク管理

規定が制定され（図4）、リスク・マネジメントにかかわ

る理念・方針・行動基準・組織などの総括的な内容

が規定されることになりました。リスク・マネジメントが

コーポレート・ガバナンスの中に明確に位置付けられ

るとともに、個人情報の管理などの情報リスクについ

ては情報企画部（当時は情報システム部）が担当する

ことが再確認されたのです。

「リスク管理委員会では、いわゆる天変地異のような

災害リスク、調達にかかわるリスク、品質事故のような

リスクなど、企業のリスクとして10項目を定義しました。

まずは細かいリスクを一つひとつ洗い出して、その重

要度や影響度、発生の可能性などを掛け算し、それ

ぞれのリスクについてどのように取り組むべきかを整

理したということです」（t藤氏）。
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キリンビール株式会社

図3. リスク管理委員会の組織
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図4.  危機管理規定（抜粋）

第1章（総則）
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第2条（リスク・危機の定義）

第3条（基本理念）

第4条（基本方針）

第5条（全ての部門・場所の行動基準）

第2章（リスク管理体制）

第6条（全社体制）

第7条（リスク管理委員会の設置）

第3章（リスク管理委員会）

第8条（リスク管理委員会の構成）

第9条（リスク管理委員長の役割）

第10条（リスク管理委員会の開催）

第11条（リスク管理委員会付議事項）

1．定例委員会

2．臨時委員会

第12条（リスク管理委員会の決定）

第13条（リスク管理委員会事務局
の役割）

1．定例業務

2．臨時業務

第14条（リスク管理委員会各部門の役割）

第15条（各事業部門の役割）

第4章（対策本部）

第16条（対策本部の設置

第17条（対策本部長の任命）

1．対策本部長の任命基準

2．対策本部設置後の当該事案対応

第18条（対策本部の編成）

第5章（コンプライアンスに関する付則）

第19条（コンプライアンス推進体制

およびコンプライアンスホット

ライン通報体制）

第20条（コンプライアンスホットライン）

…

第24条（違反行為の是正命令）

第25条（処分）



お客様いんたびゅう

セキュリティー・ポリシーの策定に向けて

リスク・マネジメントの一環として、情報セキュリティー

への対応にも取り組んできた情報企画部は、2000年

ころから個人情報保護法が成立する動きがあったこ

とから、やはり2003年に個人情報保護規定（図5）を

つくり、全社への浸透を図りつつあります。

「もちろん法律ができたから取り組むということでは

ありません。キリンビールは『私たちは、世界中の人々

の「健康」・「楽しさ」・「快適さ」に貢献します。』とい

う経営理念を掲げていることからも分かるように、お

客様が少しでも不愉快と感じたり、あるいは不信感を

抱くようなことがあってはいけないと考えています。で

すから、法律の動きがトリガーの一つになったのは確

かですが、むしろやるべきことはやれるときに進めて

おくという考え方で取り組んでいます。いずれにせよ、

当社は、何十万件・何百万件にも上る大量のお客様

情報を扱っていますから、情報管理上のわずかなミ

スが、会社の存亡にかかわる重大な事態に発展して

しまう危険性もあります。法律の動きに関係なく個人

情報保護規定は必要だと考えたのです。

その一方で、漏えい事故が多発したことから個人

情報の扱いに対して世間の関心が集まるなど、社会

の動きは、私たちが考えている以上に厳しく早くなっ

てきています。こうした状況を考えますと『個人情報

保護規定をつくったから守るように』と社員に伝える

だけで、個人情報保護の意識を浸透させるのはなか

なか難しいでしょう。また、それだけで全体のセキュ

リティー・レベルが直ちに上がるわけでもありません。

会社全体としてバランスの取れた基本的な考え方

を作るのが先決だろうということで、2003年末からセ

キュリティー・ポリシーの策定をスタートさせることに

なりました。基準となるものをつくることで、事前／事

後対策も漏れのないものになるでしょうし、社内にお

ける役割分担もはっきりさせられるだろうという狙い

もありました」（木野戸氏）。

「リスク・マネジメントは非常に重要ですし、企業とし

て優先的に取り組むべきことです。しかしながら、情

報企画部が情報セキュリティーについて社員にあれ

これと注意を喚起するだけでなく、各部門からもさま

ざまなリスクについての注意喚起があるわけです。そ

ういった形でばらばらに現場に指示が出ていったと

きに『あれもやれ、これもやれ』では社員は混乱して

しまい、実際に回し切れなくなるのではないかと危ぐ

されました。もちろん、リスク管理委員会で調整を図

りながら進めていくという方策もあるわけですが、情
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図5.  個人情報保護規定（抜粋）

第1章　総則 
 
（目的） 
第1条 
　本規定は、個人情報が個人の人権尊重の理念の下に慎重に取扱うべきものであることに鑑み、当社での個人情報の
管理に関して必要な事項を定めることにより、当社に蓄積された個人情報を適切に保護するとともに、その適正な活用を促
進することを目的とする。 
 
（定義） 
第2条 
　この規定における用語の定義は、次の通りとする。 
 
（1）「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、暗証番号、電話番号、メー

ルアドレス、画像、音声等により個人を識別できる情報で書面として保管できる状態のもの及び各種情報機器（パソコ
ン、各種サーバー、端末、フロッピーディスク、CD-ROM等の記録媒体及びデータ通信機器を含む）に保存された状態
のものを指す。 

（2）「本人」とは、個人情報により識別される特定の個人のことを指す。 
（3）「書面」とは、通常の書面及び電磁的記録（ただし本人に関する個人情報を電磁的に取扱う場合に限る）を指す。 
（4）「本人の同意」とは、本人が署名捺印、口頭による回答等の明示的方法により、自己に関する個人情報の取扱いを承

諾する意思表示を行うことをいう。ただし、書面の交付等による契約手続を伴わない取引、申込、加入等の行為の場
合においては、当該行為の手続において、反対の意思を表明しない等の黙示的方法による意思表示を含めることが
できるものとする。 

 
（適用範囲） 
第3条 
　本規定は、当社において個人情報を利用する役員及び社員その他の従業員（以下、役職員という）に適用する。 
 

　 
 
 
第1条 
　知り得た個人情報については、目的の趣旨に従い、継続
的に適切に保護する必要がある。例えば、書面や他の記
録媒体を廃棄した情報についても同様に考える必要がある。 
 
 
第2条 
 
 
（1）「社員個人に関する情報」及び「死亡者に関する情報」

も個人情報の対象とする。 
 
 
 
（4）「契約手続を伴わない取引、申込、加入等」とは、懸賞

や抽選等への応募、通信販売等が該当する。 
 
 
 
 
 
第3条 
「その他の従業員」とは、臨時、特用、嘱託等当社が直接
雇用契約を結んでいる者を指す。 
派遣社員においても派遣契約において本規定を遵守する
旨を明確に記す。 

本　文 解釈運用 
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報企画部としては、現場がその場で判断できる基準

を用意することが必要だろうという結論になりました」

（t藤氏）。

IBCSへコンサルティングを要請

セキュリティー・ポリシーをつくるに当たってまず問

題となったのが、社内で過去につくってきたさまざま

な規定との整合性をどうするかということです。また、

社内の人間に、キリンビールのセキュリティーがどの

程度のレベルにあるのか分かるのだろうかという議

論にもなりました。

いずれにせよ外部からのコンサルティングは必要で

あろうという結論に達し、数社からご提案をしてもらっ

た結果、アイ・ビー・エムビジネスコンサルティング サー

ビス（IBCS）にセキュリティー・ポリシーの策定をお手

伝いいただくことになりました。

「IBCSのご提案は、ポリシーの策定だけでなく、具体

的な施策まで詳しく言及してあり、その点で上流から

下流までバランスの取れていたことが採用のポイント

となりました」（木野戸氏）。

「正直なところ、私自身、情報セキュリティーの担当とは

いえ、今までは主にシステムの管理・運用にかかわって

いましたので、情報セキュリティーについてのノウハウ

や知見がさほどあるわけではありません。キリンビー

ルとして情報セキュリティーを確立しなければいけな

いことは分かっていても、何をどのレベルまで決めれ

ばいいのかが見えなかったのです。もちろん、セキュ

リティー・ポリシーはつくりさえすればいいというもの

ではなく、実効力のあるものにしなければなりません。

その辺りの要望をRFP（Request for Proposal： 提

案依頼書）に折り込んだところ、IBCSのご提案には

具体的な取り組みが明確に描かれていて、これなら

行けるかなという印象を持ちました」（t藤氏）。

こうして2004年3月から、情報企画部とIBCSにより

セキュリティー・ポリシーの策定作業が始まりました。

まずは関係各部門にアンケートやインタビューを実

施し、現状分析を行い、キリンビールの情報セキュリ

ティーの水準を確認しました。現在は、その結果を基

に次のステップとして、取り組むべき課題を詰めてい

るところです。

「現状分析については、非常にきめ細かくてやってい

ただき、精緻な資料も用意していただきました。ある

べき姿も明確に描かれ、現在は、現状のキリンビール

をどこまでその姿に近づけるべきなのかを詰めてい

る段階です。この作業がなかなか大変で、例えば物

理的セキュリティーはコストさえ掛ければいくらでも高

くできます。際限がないわけですね。そこでISMS

（Information Security Management System）に

照らし合わせて、実現できる方向に落とし込んでいく

という作業を行っている真っ最中です」（t藤氏）。

個人情報保護研修とその成果

もちろん、セキュリティー・ポリシーができるまで、具

体的対策は何も取らないというわけにはいきません。

また、情報保護は、ITの問題というよりも、社員一

人ひとりのモラルや意識の問題であることから、社員

の意識改革は不可欠です。

そこで、セキュリティー・ポリシー策定の動きとは別

に、個人情報保護のための社員研修を実施していま

す。ただ、何千人もの社員に対し、情報企画部の数名

のスタッフで1対1の研修を行うのは物理的に不可能

です。そこで、販売拠点となっている全国10カ所の地

区本部の営業企画部の部長と、全国11カ所の工場の

図6. イントラネットのセキュリティー・ページ



総務部長を、個人情報の取り扱い責任者に定め、各

地区の責任者に対して研修を実施しました。

彼らがキー・パーソンとなり、各地区の社員に個人

情報保護の意識の浸透を図っていったのです。

またイントラネット上に個人情報保護のポータルを

つくり、情報を発信することにしました。ポータルでは、

最近起こった個人情報の漏えい事故の紹介を行うと

ともに、社員として留意すべきことについて、具体的

な事例を挙げて教育を行っています（図6）。

「研修の成果については、数値的なものを挙げるのは

なかなか難しいのですが、現場の社員とコミュニケー

ションを取ってみますと、非常に意識が高くなってい

るという実感はあります。例えば、現場でお客様向け

のさまざまな企画を考える際に、個人情報の扱いに

関する問い合わせがずいぶんと増えています。『こう

いった進め方で問題はないだろうか』『ご案内の出し

方はこれでいいのか』といった問い合わせが毎週の

ようにあります。それだけ現場が慎重になっていると

いうことです。もちろん社会の意識が高まってきてい

ることもあり、研修の成果だけとは言い切れませんが、

手ごたえがあることは確かです。

また、イントラネットによる全社への情報提供につい

ては、販売スタッフ全員がモバイルPC（Personal Com-

puter）を持って営業活動に活用していますから、全

社員に周知徹底するという意味では効果的だと思っ

ています。実際、個人情報保護のページには1日に150

～200件くらいのアクセスがあります。情報更新の頻度

を考えますと、日々多くの社員がアクセスしていると

いうことは、それだけ関心が高いということでしょう」

（t藤氏）。

個人情報保護に向けての具体的取り組み

また、Web上には「プライバシーの保護について」

のページを設け、お客様やサイトを訪れた方がキリン

ビールのプライバシー保護についての考え方を詳しく

知ることができるようになっています。サイトそのものも

TRUSTeの認証を受けています（図7）。TRUSTeは、

インターネット上で企業とユーザーの信頼関係を築く

ことを目的に、米国のEFF（the Electric Frontier

Foundation：電子フロンティア財団。ネットワーク社会
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お客様いんたびゅう

図7. 「プライバシー保護について」のページ

（http://www.kirin.co.jp/guide/privacy.html）
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におけるプライバシー、表現の自由、情報アクセスな

どの問題に取り組むために、1990年7月に米国で設

立された非営利組織）とCommerceNet（インターネッ

ト・コマースの成長を目的に、米国で1994年に発足

した非営利組織。ヨーロッパや日本など、世界中にグ

ローバル・パートナーと呼ばれる組織を持つ）によっ

て設立された非営利団体です。TRUSTeのプライバ

シー保護方針を順守し、消費者苦情処理方針に合意

したサイトは、TRUSTeマークを掲示することが認め

られています。このマークが表示されているサイトで

あれば、個人情報の収集・使用・共有相手について

の情報を公開し、個人情報の所有者が、その情報の

扱いについて制限する権限を持つことが約束されて

います。

「当社は、さまざまなキャンペーンを通じてお客様と

積極的なコミュニケーションを取っていることから、お

客様の個人情報をお預かりすることが少なくありませ

ん。そこで個人情報の管理については、厳重かつきめ

細かく行っていることを示し、お客様に安心してキャ

ンペーンに参加いただけるように、TRUSTeの認証

を受けました。

また、キャンペーンの実施に当たっては、グループ

会社だけでなくキャンペーン代行会社や配送業者な

どの多くの企業の協力を仰ぎますので、お預かりした

個人情報が厳正に管理されるように、社内だけでな

く社外の協力会社の方々にも当社の方針が徹底する

よう取り組みをお願いしています。

実際、2004年からはキャンペーンの当選者の方に

景品をお送りする際にも『当選者の情報は当社で1年

間保管します』といった一文を提示することになりま

した。情報は長く保持すると漏えいなどのリスクが継

続することになりますから、期限を切って破棄するこ

とは大切ですし、お客様にその期間をお知らせする

ことも必要だということです」（t藤氏）。

まずは「己を知る」ことから

キリンビールのセキュリティー・ポリシーは間もなく

策定される予定ですが、情報企画部にとってポリシー

策定はゴールではなく、情報セキュリティーへの取り

組みの本格的なスタートを意味しています。

「実は、セキュリティー・ポリシー策定のプロジェクトを

始めるに当たって、CIO（Chief Information Officer：

最高情報責任者）とCSO（Chief Security Officer：

最高セキュリティー責任者）に『社内の規定がまた一

つ増えただけといわれないように』と念を押されまし

た。神棚に上げるようなポリシーではつくっても意味

がないということですが、その意味ではまさにこれか

らが正念場だと考えています」（t藤氏）。

策定したセキュリティー・ポリシーが実効力を持ち、

現場での情報セキュリティーのアップにつなげるには、

今後の具体的な施策に掛かっているということです。

その一方で、情報セキュリティー対策や個人情報保

護に特効薬はないといわれます。木野戸氏も「情報セ

キュリティー対策は、自分が直接手を出してやれる部

分は多くはありません。社員一人ひとりの取り組み方

次第なのです。その点からは、ITなどの仕組みよりも、

社員の意識を高めることが肝要ですが、決め手とな

る方策はありません。もし簡単な方法があるのならぜ

ひ教えていただきたい、というのが正直なところです。

ですから、当社の取り組みにしても何も目新しいもの

はなく、地道に、手を変え、品を変え、繰り返し、繰り

返し社員に伝えていくだけです。

それと、情報セキュリティー対策や個人情報保護と

いうと、どうしても『これはするな、あれはするな』と

いった後ろ向きのイメージになりがちです。しかしこの

方向に進んでいくと最終的に『情報は使うな』という

話に行き着きかねません。ですから『どうすればもっと

活用できるのか』という観点から、情報セキュリティー

について取り組まなければいけないでしょう。実際に

やるとなるとなかなか難しい話なんですけど」と、今

後の取り組みの難しさを正直に打ち明けます。

しかしながら、情報セキュリティー対策や個人情報

保護への取り組みは、まずは自社の状況を正しく認識

することが大切だといいます。「自社の状況を正しく把

握している」という意味で、木野戸氏の率直な言葉は、

キリンビールのセキュリティーに対する取り組みがうま

く回っていることを示しているともいえるでしょう。


